
病院局平成24年度の予算編成について

（１）基本的な考え方

  市立病院の役割は、採算性等の面から民間医療機関による提供が必ず

しも十分でない救急医療や小児・周産期医療、がん・急性心筋梗塞など

４疾病にかかる高度・専門医療、災害・感染症等発生時の医療などを提

供することにあります。

  財政状況の悪化や医師不足など市立病院を取り巻く状況はたいへん厳

しいものがありますが、今後も継続して市立病院としての役割を果たし

ていくため、平成23年５月に策定した「新名古屋市立病院改革プラン」

に取り組み、自立した経営が行えるよう経営改善を図るほか、良質な医

療を安定的に提供できる医療体制を整備してまいります。

　また、東部医療センターにおける救急医療や心臓血管・脳血管疾患に

対する医療、平成23年５月に開院した西部医療センターにおける小児・

周産期医療や消化器系のがんに重点を置いたがん診療といった病院ごと

の特長を明確にし、市民の皆さまはもとより医療従事者からも選ばれる

病院を目指します。

（２）主要事業

　①救急医療の充実

　　東部医療センターにおいて365日24時間患者を受け入れる「断らな

　い救急」の実現を目指し、救急・外来棟の建設に着手するほか、救急

  センターを新たに設置するなど救急医療体制の充実を図ります。

　②高度・専門医療の充実

　　東部医療センターの心臓血管センター・脳血管センターにおいて、

　心臓血管及び脳血管疾患に対して、引き続き24時間体制で対応するほ

　か、消化器内視鏡センター・内視鏡下手術センターを新たに設置し、

　高度・専門医療の充実を図ります。

　　また、西部医療センターにおいて陽子線治療センターを開設し、消

　化器腫瘍センターとともに外来診療から入院診療に至るまで一貫した

　がん診療を行う拠点病院とします。

　③小児・周産期医療の充実

　　西部医療センターにおいて母体・胎児の異常や治療を必要とする新

　生児を集中的に管理する病床を備え、24時間体制で高度・専門医療を

　実施するとともに、地域の中核的な小児・周産期医療の拠点病院とし

　て、診断・検査・治療を実施します。



　④医療連携の強化

　　東部医療センターにおいて地域医療連携の強化を図るため、地域医

　療連携センターを設置します。

　　また、東部・西部の両センターに臨床研修室を設置し、市立大学や

　地域の医療機関等との連携を強化した臨床研修を実施します。

　⑤緑市民病院の指定管理者制度導入

　　緑市民病院については、平成24年４月１日より指定管理者による運

　営を開始します。

　⑥守山市民病院の民間譲渡に向けた準備

　　守山市民病院については、平成25年度以降に予定している民間譲渡

　に向けた準備を進めます。



（３）新規・拡充事項 （単位：百万円）

東部医療センターの 東部医療センターにおける救急･ 91 495 
救急・外来棟の建設 外来棟の整備

 ～ 建設

陽子線治療センター 健康福祉局より移管を受け、西 － －
の開設 部医療センターの一部門として

運営を開始

緑市民病院の指定管 平成24年４月１日より指定管理 － －
理者制度導入 者による運営を開始

（４）廃止・縮小事項 （単位：百万円）

守山市民病院の病棟 １病棟を休止し、稼動病棟を縮 － －
休止 減することによる業務効率の向

上

守山市民病院の民間 平成25年度以降に予定している － －
譲渡に向けた準備 守山市民病院の民間譲渡に向け

た準備（条例改正予定）
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（５）使用料・手数料改定等 （単位：百万円）

陽子線治療料 陽子線治療センターの開設に当 24年8月 3 
（新設） たり、新たに設定（条例改正予

定）
　一つの治療部位に対する一連
　の陽子線照射   
                 2,883,000円
　　治療に同意した日において
　　１年以上継続して名古屋市
　　内に住所を有する場合は、
　　200,000円を減免
　Ｘ線治療等を併用する照射
                 2,722,800円
　　治療に同意した日において
　　１年以上継続して名古屋市
　　内に住所を有する場合は、
　　200,000円を減免
　当該治療部位から転移したが
　ん等に対する照射
                   961,000円
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　①収益的収支

平成24年度
予 定 額

差 引
増 △ 減

入 院 収 益 16,319 405

外 来 収 益 4,436 △ 675

一般会計補助金 5,384 1,340

そ の 他 1,274 190

計（Ａ） 27,413 1,260

人 件 費 12,925 △ 131

材 料 費 6,059 379

経 費 5,248 470

減 価 償 却 費 3,088 5

そ の 他 1,101 260

計（Ｂ） 28,421 983

△ 1,008 277Ａ － Ｂ

支

出

13,056

4,778

5,680

3,083

27,438

（６）平成24年度病院事業会計予算

区 分

収

入

（単位：百万円）

平成23年度
予 定 額

15,914

5,111

4,044

1,084

26,153

841

△ 1,285



　②資本的収支

平成24年度
予 定 額

差 引
増 △ 減

企 業 債 834 221

出 資 金 42 42

一般会計補助金 1,676 880

計（Ａ） 2,552 1,143

建 設 改 良 費 1,565 818

企 業 債 償 還 金 2,808 850

そ の 他 346 346

計（Ｂ） 4,719 2,014

△ 2,167 △ 871

（注１）平成23年度予定額は、守山市民病院に係る該当額を除いて計上しています。

（注２）収益的収支における一般会計補助金には、医業収益に係る一般会計負担金を

　　　　含みます。

（注３）資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、減価償却費等の現金支出

     　 を伴わない費用から生じる留保資金等で補てんします。

△ 1,296Ａ － Ｂ
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　①収益的収支

平成24年度
予 定 額

差 引
増 △ 減

入 院 収 益 476 △ 344

外 来 収 益 446 12

一般会計補助金 4,343 3,842

そ の 他 526 451

計（Ａ） 5,791 3,961

人 件 費 1,438 105

材 料 費 159 △ 46

経 費 553 △ 4

減 価 償 却 費 289 △ 5

そ の 他 3,674 3,569

計（Ｂ） 6,113 3,619

△ 322 342

（７）平成24年度守山市民病院会計予算

（単位：百万円）

区 分
平成23年度
予 定 額

収

入

820

434

501

75

1,830

2,494

Ａ － Ｂ △ 664

支

出

1,333

205

557

294

105



　②資本的収支

平成24年度
予 定 額

差 引
増 △ 減

一般会計補助金 124 △ 8

そ の 他 1,049 1,049

計（Ａ） 1,173 1,041

建 設 改 良 費 598 581

企 業 債 償 還 金 1,951 1,661

そ の 他 11 11

計（Ｂ） 2,560 2,253

△ 1,387 △ 1,212

（注１）平成23年度予定額は、病院事業会計の守山市民病院に係る該当額を計上して

     　 います。

（注２）収益的収支における一般会計補助金には、医業収益に係る一般会計負担金を

　　　　含みます。

（注３）資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、減価償却費等の現金支出

     　 を伴わない費用から生じる留保資金等で補てんします。

（単位：百万円）
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